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命  令  書 

 

申 立 人  Ｘ 組合  

上記代表者   執行委員長 Ａ 

 

被 申 立 人   Ｙ 会社 

上記代表者   代表取締役 Ｂ 

 

上記当事者間における平成２９年道委不第１０号  Ｙ事件   について、当

委員会は、平成３０年１０月２９日開催の第１８６０回公益委員会議及び同年１１

月１２日開催の第１８６１回公益委員会議において、会長公益委員浅水 正、公益

委員八代眞由美、同山下竜一、同山下史生、同朝倉 靖及び同國武英生が出席し、

合議の上、次のとおり命令する。 

 

主        文 

１ 被申立人は、次の内容の文を、日本工業規格Ａ４判縦長白紙にかい書で明瞭に

記載して、申立人に対し、本命令書写しの交付の日から１０日以内に手交しなけ

ればならない。 

記 

 
貴組合が平成２９年７月２６日付け文書で申し入れた団体交渉に当社が応じなか

った行為は、北海道労働委員会において、労働組合法第７条第２号及び第３号に該

当する不当労働行為であると認定されました。今後、このような行為を繰り返さな

いようにします。 

 

   平成  年  月  日（手交する日を記載すること） 

 

Ｘ 組合 
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執行委員長 Ａ 様 

Ｙ 会社 

代表取締役 Ｂ □印  

 

 

２ 申立人のその余の申立てを棄却する。 

 

理        由 

第１ 事案の概要等 

１ 事案の概要 

本件は、申立人Ｘ組合（以下「組合」という。）が、平成２９年７月２６日

（以下「平成」の元号を省略する。）付け文書をもって、被申立人Ｙ会社（以

下「会社」という。）に対し、当時組合員であったＣ（以下「Ｃ元組合員」と

いう。）の退職に関わる諸問題等を議題として団体交渉を申し入れたところ、

会社がこれに応じなかったことが労働組合法（昭和２４年法律第１７４号。以

下「法」という。）第７条第２号及び第３号に該当する不当労働行為であると

して、北海道労働委員会（以下「当委員会」という。）に救済申立てがなされ

た事案（以下「本件申立て」という。）である。 

 

２ 請求する救済内容 

⑴ 会社は、組合が申し入れたＣ元組合員に関わる団体交渉を拒否してはなら

ない。 

⑵ 会社は、団体交渉を拒否する理由として、①Ｃ元組合員が２９年７月１４

日付けで退職していること、②当該退職は就業規則上の「休職期間満了によ

る退職」であり、解雇でも退職命令でもないこと、③Ｃ元組合員はｚ１組合

の組合員であることをあげ、団体交渉には応じられないと主張し、不当に団

体交渉を拒否した。このような明らかな不当労働行為によって、組合に対す

る組織の形骸化、弱体化を目的とした支配介入をしてはならない。 

⑶ 謝罪文の掲示 
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３ 本件の争点 

 ⑴ 組合は、法第５条に規定する労働組合としての申立適格を有するか（争点

１）。 

 ⑵ 会社が、組合の申し入れたＣ元組合員の退職に係る団体交渉に応じなかっ

たことは、正当な理由のない団体交渉拒否として法第７条第２号の不当労働

行為に該当するか（争点２）。 

  ⑶ 会社の前記⑵の行為は、組合の運営に対する支配介入行為として法第７条

第３号の不当労働行為に該当するか（争点３）。 

  ⑷ 組合がＣ元組合員を除名したことによって組合の被救済利益が失われたか

（争点４）。 

 

第２ 当事者の主張の要旨 

 １ 争点１について 

  ⑴ 会社の主張 

組合が不当労働行為救済申立てを行う以上、組合は法に則った規約を制定

し、その規約どおりの運用を行っているはずであり、法第５条第２項第７号

の会計報告及び会計報告に添付されるべき職業的会計監査人の証明書が存在

するはずであるから、同監査人の住所氏名を明らかにし、同証明書が証拠と

して提出されない限り、本件申立ては法第２条及び第５条に反し却下される

べきである。 

  ⑵ 組合の主張 

    組合は、法に適合した条件を満たし、２５年４月には当委員会から認定さ

れ法人登記を終えており、会計監査の証明書がないから申立適格がないとい

う主張は不当な言いがかりである。 

 

 ２ 争点２について 

⑴ 組合の主張 
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   ア 組合は、Ｃ元組合員の休職の理由について業務に起因するものであるこ

とを主張しているのであるから、会社は、団体交渉に応じて、組合の主張

を傾聴すべきであって、就業規則上の休職期間満了による自動退職である

ことを理由に団体交渉を拒否することはできない。 

   イ Ｃ元組合員が、ｚ１組合に加入していることは、団体交渉拒否の正当な

理由にはならない。 

  ⑵ 会社の主張 

   ア Ｃ元組合員は、２９年７月１４日をもって、休職期間満了により退職し

たのであるから、組合から団体交渉の申入れのあった同月２６日の時点で

は、法第７条第２号に定める「雇用する労働者」に該当しないため、会社

は、Ｃ元組合員に関する問題について、団体交渉応諾義務を負うものでは

ない。 

     なお、会社がその意思表示によってＣ元組合員を解雇したのであれば、

会社の意思表示の撤回によって地位が回復するから、解雇後も「雇用する

労働者」に該当するが、Ｃ元組合員は、就業規則に基づく休職期間満了に

よって会社の意思表示によらずに退職したのであるから、地位の回復はあ

り得ず、「雇用する労働者」ではない。 

   イ 使用者が団体交渉応諾義務を負う義務的団交事項とは、組合員の労働条

件で、かつ、使用者の権限が及ぶ事項に限られるところ、本件は、休職期

間満了による退職という就業規則上の根拠に基づき自動的に退職の効力が

発生したという事案であるから、使用者である会社の権限により退職の効

力をうんぬんすることはできず、組合との間で妥協する余地がないから、

Ｃ元組合員の退職に係る問題は義務的団交事項ではない。 

   ウ Ｃ元組合員の退職が何らかの理由によって無効であったとしても、Ｃ元組

合員は組合の組合員であるとともに、ｚ１組合の組合員でもあり、ｚ１組合

は、Ｃ元組合員に関する団交権を放棄していないから、労働組合の二重加盟

による二重交渉が生じるおそれが存在するところ、このような場合には、会

社に団体交渉応諾義務はない。 
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 ３ 争点３について 

⑴ 組合の主張 

    会社は、本件を含め、同時期に会社帯広支社ｙ営業所所属労働者に関する

４件の団体交渉の申入れがなされたにもかかわらず、ささいな事情をあげて、

いずれも団体交渉を拒んでおり、組合を嫌悪して、その正当な組合活動の運

営に支配介入したことは明らかである。 

  ⑵ 会社の主張 

    団体交渉拒否（法第７条第２号）は、支配介入行為（法第７条第３号）の

典型行為として、法があえて独立して規定を設けたものであるから、団体交

渉拒否に関しては、法第７条第２号を検討すれば足り、同条第３号の該当性

を論ずる必要はない。また、団体交渉拒否類型に関し、法第７条第２号に該

当しない行為が同条第３号に該当することもあり得ない。 

 

 ４ 争点４について 

  ⑴ 会社の主張 

    組合は、３０年６月４日付けでＣ元組合員を除名処分としており、命令発

令の要件である被救済利益は消滅した。事案によっては、対象となっている

組合員が組合員資格を喪失したとしても、組合としての被救済利益が残存す

るとの解釈もあり得るが、本件申立てのような団体交渉に関する事案にあっ

ては、組合自身が組合員を排除したにもかかわらず、当該組合員の退職につ

いて、なお組合に団体交渉拒否に係る不当労働行為救済申立ての被救済利益

が残存するというのは背理である。 

⑵ 組合の主張 

    Ｃ元組合員が組合員資格を喪失することによって、Ｃ元組合員個人の復職

をテーマとする団体交渉を行うことがなくなったとしても、過去に会社が正

当な理由なく団体交渉を拒んだ事実は消えることはなく、また、組合と会社

との間の労働関係の紛争が消滅したとまではいえないから、組合には、固有
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の被救済利益がある。 

   

第３ 認定した事実 

１ 当事者 

⑴ 申立人である組合は、個人加盟の労働組合として２０年４月に結成された

労働組合であり、２９年８月５日現在、３０名が加入している。 

（審査の全趣旨） 

⑵ 被申立人である会社は、全国規模で金融・保険業を営んでおり、帯広市内

に支社がある。 

（審査の全趣旨） 

  

２ 就業規則の規定内容 

   会社の内務職員に対し適用される就業規則には、次の規定が存在する。 

記 

   第４８条（休職、育児休職および介護休職） 

    １．次の各号の一に該当する場合には、それぞれの期間休職を命ずる。 

      ただし、その起算日は発令当日とする。 

      （１）傷病欠勤が引続き第32条の期間以上にわたった場合 ６ヶ月間 

         ただし、結核性疾患による場合          １年間 

      （２）事故欠勤が引続き１ヶ月以上にわたった場合    １ヶ月間 

      （３）本人から休職の申し出があり、会社が必要と認めた場合 

                            その都度定める期間 

      （４）刑事事件によって起訴された場合 訴訟の終了するまでの期間 

     （５）本人の帰責事由により業務上必要な資格を失うなど、該当業務

に従事させることが不適当と認めた場合 その都度定める期間 

     （６）その他前各号に準ずるやむを得ない理由があると会社が認めた

場合                 その都度定める期間 

  第４９条（休職期間中の義務） 
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１．職員は、休職期間中、その休職の本旨にそって行動し、休職事由が消

     滅した場合は、すみやかに会社に届け出なければならない。 

２．会社は、傷病により休職を命じ、または傷病による休職の継続・復職

     の可否を判定するため会社の指定する医師の診断書を提出させることが

     ある。 

   第５０条（休職期間の取扱） 

    １．休職期間中の給与については、原則として無給とする。 

    ２．休職期間は、勤続年数に通算しない。 

   第５１条（復職） 

    会社は、休職中の職員について、休職事由が消滅したと認めたときは、復

職を命ずる。 

ただし、傷病による休職については、通常勤務可能な場合に限るものとす

る。 

   第５７条（期間満了による自動退職） 

    職員が、次の各号の一に該当する場合で、その事由が消滅せず、復職を命

ぜられないときは、期間満了日をもって自動退職とする。 

    （１）第30条第1項第11号および第12号による休暇期間満了のとき 

    （２）第48条第1項第1号および第2号による休職期間満了のとき 

    （３）行方不明となり、その期間が継続して１ヶ月に達したとき 

                                  （乙４） 

 

 ３ Ｃ元組合員の入社から退職に至る経過等 

  ⑴ Ｃ元組合員は、２３年４月１日付けをもって会社に採用され、会社の帯広

支社にて研修を受けた後、同年８月から帯広支社のｙ営業所に所属し、以来、

お客様サービス担当として勤務した。 

                  （甲６２、第１回審問調書４５頁Ｃ証言） 

  ⑵ Ｃ元組合員は、会社に採用された後、会社の内務職員を組合員とするｚ１

組合に加入した。なお、ｚ１組合が、Ｃ元組合員の退職問題について、団体
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交渉を申し入れた事実はない。 

            （乙９、第１回審問調書５１頁Ｃ証言、審査の全趣旨） 

  ⑶ Ｃ元組合員は、２７年５月ころから不眠の症状を感じるようになり、同年

１２月ころその症状が悪化したことから、２８年１月３０日、ｚ２を受診し

たところ不安障害と診断され、その後、同年８月２２日、ｚ３病院に転院し

たが、同病院ではうつ病と診断された。なお、Ｃ元組合員は、精神疾患の治

療のために、これまでに２回入院している。 

                  （甲６２、第１回審問調書４７頁Ｃ証言） 

 ⑷ Ｃ元組合員は、同年２月９日から会社を休業した。 

                 （甲６２、第１回審問調書４８頁Ｃ証言） 

 ⑸ Ｃ元組合員は、同年９月１６日、帯広労働基準監督署長に対し、前記(3)の

疾患が会社におけるパワーハラスメントに起因するものであるとして、療養

補償給付及び休業補償給付の請求を行ったが、２９年７月１４日、不支給決

定がなされた。そこで、Ｃ元組合員は、同月２５日、北海道労働者災害補償

保険審査官に対し、審査請求を行ったが、本件申立てにおける第１回審問が

実施された３０年２月１４日の時点では、同審査請求に対する判断は下され

ていなかった。 

             （甲５２、甲６２、第１回審問調書４７頁Ｃ証言） 

 ⑹ 会社は、Ｃ元組合員について、２９年１月１５日から、就業規則第４８条

第１項第１号本文の休職期間とする取扱いとした後、同規則第５７条第２号

に基づき、同年７月１４日をもって休職期間満了によって退職になったとし

て、Ｃ元組合員に対し、同月１５日付け通知書をもって、これを通知した（以

下「２９年７月１５日付け通知」という。）。 

                                （甲２７） 

 

４ 団体交渉申入れの経緯等 

 ⑴ Ｃ元組合員は、２８年３月２８日、組合に加入した。 

                     （第１回審問調書５６頁Ｃ証言） 
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 ⑵ 組合と会社は、同年６月２１日、Ｃ元組合員の問題に関する団体交渉を行

い、本来の給与額と健康保険組合から支給される傷病手当金との差額の支給

に関する問題や、Ｃ元組合員が主張するパワーハラスメントに関する問題に

ついて協議したが、双方の見解に相違があり、Ｃ元組合員において、労災申

請を行うこととなった。 

（第１回審問調書５２、５３頁Ｃ証言） 

 ⑶ 組合は、会社からＣ元組合員に対して２９年７月１５日付け通知がなされ

たことを受けて、会社に対し、同月２２日付け要求書をもって、同通知は会

社都合による解雇と理解するしかないこと、労働基準法（昭和２２年法律第

４９号。以下「労基法」という。）第１９条によって病気療養中の解雇は禁

じられていること、現在、Ｃ元組合員は労災認定に関して審査請求中である

ことなどを指摘したうえで、一方的な退職強要（解雇）は納得できないので

文書での説明を求める旨を通知した。 

（甲２９） 

 ⑷ これを受けて、会社は、組合に対し、同月２５日付け回答書をもって、「Ｃ

氏の退職は、内務職員就業規則第５７条第２項
ママ

に基づく『休職期間満了によ

る自動退職』です。そのことを７月１５日付通知書で念のため通知したにす

ぎません。従って解雇でも退職強要でも退職命令でもありません」と回答し

た。 

                                （甲３０） 

 ⑸ 組合は、会社に対し、前記回答書の内容には納得がいかないとして、２９

年７月２６日付け文書をもって、議題を「Ｃ組合員の退職に関わる諸問題 自

動退職とは 労基法と関連、労災申請中の労働者に対する対応、未払い賃金

など」として、団体交渉を申し入れた。 

                                （甲３１） 

 ⑹ しかし、会社は、組合に対し、同月２８日付け回答書をもって、「Ｃ氏は

平成２９年７月１４日付で当社を退職しています」、「平成２９年７月２５

日付『回答書』でもお伝えしたとおり、Ｃ氏の退職は、内務職員就業規則第
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５７条第２項
ママ

に基づく『休職期間が満了したことによる自動退職』です。従

って解雇でも退職命令でもありません」、「Ｃ氏はｚ１組合の組合員です」

という３点を理由として、団体交渉に応じない旨を回答した。 

                                （甲３２） 

 ⑺ これに対し、組合は、２９年７月２９日付け文書をもって抗議するなどし

たが、Ｃ元組合員の問題に関する団体交渉が開催されることはなかった。 

                                （甲３３） 

 

 ５ 関連事件の経緯 

  ⑴ 組合は、２９年４月７日、Ｄ組合員の職場復帰問題についての団体交渉拒

否を理由とする不当労働行為救済申立て（平成２９年道委不第５号）、同年

８月１５日、Ｅ組合員の職場復帰問題についての団体交渉拒否を理由とする

不当労働行為救済申立て（平成２９年道委不第１２号）、同年１０月１２日、

Ｆ組合員の職場復帰問題についての団体交渉拒否を理由とする不当労働行為

救済申立て（平成２９年道委不第１４号）をそれぞれ行い、本件申立てとあ

わせて４件が併合審理された。 

（当委員会に顕著な事実） 

  ⑵ 会社は、平成２９年道委不第５号、同１２号、同１４号事件いずれについ

ても、各組合員がｚ４という名称の労働組合に加入していること、各組合員

が会社の求める診断書を提出しないことなどを理由に、会社には団体交渉応

諾義務がない、あるいは団体交渉に応じないことには正当な理由がある旨を

主張した。 

                          （当委員会に顕著な事実） 

  ⑶ 本件申立てを除く平成２９年道委不第５号、同１２号、同１４号事件につ

いては、３０年６月１日の第８回調査期日において、組合と会社の間で和解

が成立し、同日、組合より取下書が提出され、これら事件は終結した。 

                          （当委員会に顕著な事実） 
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６ Ｃ元組合員の組合からの除名 

組合は、３０年６月４日、Ｃ元組合員を除名処分とし、同月７日付け文書を

もって、その旨をＣ元組合員に対して通知した。 

（当委員会に顕著な事実） 

 

第４ 当委員会の判断 

１ 争点１について 

  組合は、当委員会が実施した資格審査において法第２条及び第５条第２項に

規定する労働組合資格要件に適合するものと認められ、その旨決定された。よ

って、組合は申立適格を有するものと認められる。 

  なお、会社は、法第５条第２項第７号の会計報告及び会計報告に添付される

べき職業的会計監査人の証明書が存在するはずであるから、同監査人の住所氏

名を明らかにし、同証明書が証拠として提出されない限り、本件申立ては却下

されるべきであると主張する。しかし、法第５条第２項は、「労働組合の規約

には、（同項）各号に掲げる規定を含まなければならない」ことを求めている

にすぎず、実際に規約に従って労働組合の運営が行われているかどうかに関し

ては、労働組合の自治に委ねられているというべきである。そして、当委員会

は、組合が法第５条第２項各号に規定する内容を含む組合規約を制定している

ことを確認して適格と決定したのであるから、かかる会社の主張は採用できな

い。 

 

２ 争点２について 

⑴ 組合が、会社に対し、２９年７月２６日付け文書をもって、議題を「Ｃ組

合員の退職に関わる諸問題 自動退職とは 労基法と関連、労災申請中の労

働者に対する対応、未払い賃金など」として、団体交渉を申し入れたこと、

これに対し、会社は、同月２８日付け回答書をもって、団体交渉に応じない

旨を回答し、団体交渉が行われなかったことは、証拠上、明らかである（前

記第３の４(5)ないし(7)）。 
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  ただし、会社は、団体交渉に応じなかった理由として、①組合から団体交渉

の申入れがあった同月２６日の時点では、すでにＣ元組合員は休職期間満了に

よって退職していたのであるから、法第７条第２号に定める「雇用する労働者」

に該当しない、②使用者が団体交渉応諾義務を負う義務的団交事項とは、使用

者の権限が及ぶ事項に限られるところ、本件は、休職期間満了による退職とい

う就業規則上の根拠に基づき自動的に退職の効力が発生したという事案であ

るから、使用者である会社の権限が及ばない、③Ｃ元組合員はｚ１組合の組合

員でもあり、ｚ１組合は、Ｃ元組合員に関する団交権を放棄していないから、

労働組合の二重加盟による二重交渉が生じるおそれが存在するところ、このよ

うな場合には会社に団体交渉応諾義務はない、との主張を行っているので、そ

れぞれについて検討する。 

 ⑵ まず、不当労働行為制度は、労働関係上の諸利益を直接脅かすような形態

での反社会的行為を排除または防止することにねらいがあることからすると、

法第７条第２号に定める「雇用する労働者」とは、現に労働契約上の雇用関

係がある者に限られず、解雇され又は退職した者の解雇・退職の是非、効力

やそれらに関係する条件などの問題が雇用関係の終了に際して提起された場

合は、雇用関係は確定的に終了していないと解するのが相当であり、その者

も「雇用する労働者」に該当すると考えることができる。そして、本件では、

Ｃ元組合員が同月１４日に退職したという会社の主張を前提としたとしても、

組合による団体交渉申入れの直前の時期まで会社との労働契約関係を有して

おり、組合は業務に起因した疾病であるとして退職の効力を争う意向を示し

ていたのであるから、Ｃ元組合員は、法第７条第２号の「雇用する労働者」

といえる。 

 ⑶ 次に、休職期間の満了によって自動的に退職の効力が生じるとされていて

も休職自体は会社が命じるものであること、休職事由の消滅の有無も含めて

復職についての最終的な判断は会社が行うことなどからすると、Ｃ元組合員

の退職問題について会社の権限が及ばないとの主張には理由がない。 

 ⑷ また、労働者が組織を異にする二つの労働組合に加入している場合、使用
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者が、当該労働者の労働条件等に関する同一の事項について、両労働組合か

ら別々に団体交渉を申し入れられたときは、両労働組合間の調整を求める等

を理由に団体交渉を拒否することが認められることもあり得るが、単に労働

者が労働組合に二重加盟していることのみをもって、一方の労働組合からの

団体交渉申入れを拒否することは、正当な理由のある団体交渉拒否というこ

とはできない。しかるに、本件では、ｚ１組合がＣ元組合員の退職問題につ

いて団体交渉を申し入れた事実はなく、また、申入れをするようなことをう

かがわせるような具体的な事情も認められない（第３の３(2)）。 

 ⑸ 以上、いずれの会社の主張についても理由はなく、会社による団体交渉拒

否に正当な理由は認められず、法第７条第２号の不当労働行為に該当する。 

 

３ 争点３について 

  会社は、正当な理由なく団体交渉を拒否することにより、組合の運営に対す

る支配介入を行ったといえるから、法人による団体交渉拒否は、法第７条第３

号の不当労働行為に該当する。 

  この点、会社は、法第７条第２号は、同条第３号の典型行為としてあえて独

立して規定を設けたものであるから、団体交渉拒否については法第７条第２号

を検討すれば足り、同条第３号の該当性を論ずる必要はない旨を主張する。し

かし、法第７条に定める不利益取扱い、団体交渉拒否、支配介入といった三類

型の不当労働行為は、それぞれ対等の意義をもって並列されたものであり、申

し立てられた行為がいかなる不当労働行為に該当するか否かは類型ごとに判断

され、その結果、ひとつの行為が２以上の類型の不当労働行為に同時に該当す

ることは当然にあり得ることであるから、会社の主張には理由がない。 

 

 ４ 争点４について 

   会社は、組合が３０年６月４日付けでＣ元組合員を除名処分としたことによ

り、命令発令の要件である被救済利益は消滅した旨を主張する。 

   確かに、組合が会社に対し、２９年７月２６日付け文書をもって行った団体
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交渉の申入れは、Ｃ元組合員の退職に関する問題を議題とするものであり、実

質的にはＣ元組合員個人の権利実現を目的とした側面が認められる。しかし、

組合が申し入れた義務的団交事項を議題とする団体交渉について、正当な理由

なく会社がこれを拒否することは、組合活動一般を制圧ないし制約し、かつ、

組合の運営について支配介入するという効果を伴い、組合には、個人の利益と

は別に固有の救済を受けるべき利益が存在するというべきである。また、法人

は、Ｄ組合員、Ｅ組合員、Ｆ組合員の職場復帰を議題とする団体交渉申入れに

対して、いずれも他の労働組合への二重加盟等を理由として団体交渉を拒否し

ており（第３の５(1)、(2)）、将来、同種事案が発生した場合に、同様の正当

な理由のない団体交渉拒否に及ぶ可能性は払拭されていない。 

以上より、組合固有の被救済利益は消滅していないというべきである。 

 

５ 救済方法について 

以上のとおり、組合の被救済利益は消滅していないとしても、すでにＣ元組合

員は組合員資格を喪失しているのであるから、今後、組合と会社との間で、Ｃ元

組合員の退職問題について、団体交渉を実施することは考えられないから、会社

に対し、団体交渉の応諾を命じることは適当ではなく、組合が求める救済内容に

ついては主文の救済方法で足りると判断する。 

 

６ 結論 

よって、当委員会は、法第２７条の１２及び労働委員会規則（昭和２４年中

央労働委員会規則第１号）第４３条の規定により、主文のとおり命令する。 

 

平成３０年１１月１２日 

北海道労働委員会 

会  長   浅  水    正 


